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南宇和郡医師会訪問看護ステーション重要事項説明書 
（令和 6 年 6 月 1 日改訂） 

                                   
 
 
１ 事業目的及び運営方針 
  （１） 事業の目的 
        訪問看護事業の適正な運営を確保するための人員、組織及び運営管理に関する

事項を定め、要介護者等が居宅において日常生活を営むために適正な訪問看護を

提供することを目的とします。 
  （２） 運営方針 
        要介護者等の心身の特性をふまえて、全体的な日常動作の維持、回復を図ると

ともに、生活の質の確保を重視した在宅医療ができるように支援いたします。 
 
２ 事業所の名称・指定番号及びサービス提供地域 
  （１） 事業所名  南宇和郡医師会訪問看護ステーション 
  （２） 所 在 地  愛媛県南宇和郡愛南町御荘深泥７０３番２号 
  （３） 介護保険事業所番号    ３８６４０９０４９７ 
  （４） サービス提供地域  南宇和郡愛南町 
 
３ 事業所の職員体制 

  ＊全職員で情報の共有、協力に努めます。 
 
４ 営業日及び営業時間 

（１） 営業日  月曜日から土曜日までとします。ただし、元旦を除きます。 
（２） 営業時間 午前８時 30 分から午後５時 30 分までとします。 

 （３） 24 時間緊急時体制  緊急時訪問看護加算契約利用者に対し、24 時間体制にて

電話でのご相談及び緊急時訪問を行います。休日及び時

間外は、携帯電話への連絡となります。 
 
 

 常勤 非常勤 業 務 内 容 計 
管理者(看護師) １名  管理業務等 １名 
看護師 ３名  サービス利用の受付 

訪問看護･リハビリ計画の作成 
訪問看護･リハビリサービスの提供 

３名 
准看護師 ３名  ３名 
理学療法士  ２名 ２名 



2 
 

 
５ 訪問看護提供方法及び内容 
  （１） 提供方法 
     主治医の指示書に基づき、利用者の自宅で看護師等が具体的な看護・健康相談・

指導を行います。 
（２） 内容 
  ① 病状・障害の観察 

    ② 清拭・洗髪等による清潔の保持 
    ③ 食事及び排泄等の日常生活の援助 
   ④ 褥創の予防・処置 
   ⑤ リハビリテーション 
   ⑥ ターミナルケア 
   ⑦ 認知症患者の看護 
   ⑧ 療養生活や介護方法の指導 
   ⑨ 医療用具使用等の管理 
   ⑩ その他、医師の指示による医療処置 
 
６ サービスの利用方法 
 （１） サービスの利用開始 
   ① サービス提供の依頼・ご相談 
     ご来訪、お電話いずれかでお申し込み下さい。但し、居宅介護支援事業者と契

約されている場合には、担当ケアマネジャーにご相談下さい。 
   ② 重要事項の説明・サービス提供の契約・利用者の状態を把握 
     ご利用に関わる重要事項の説明をし、ご了承いただいたあとに契約させていた

だきます。利用者、ご家族と面接し、居宅（介護支援）サービス計画及び医師の

指示書のもと、利用者の状態把握、ご希望をお聞きします。 
   ③ 訪問看護（介護予防訪問看護）計画の作成・同意と交付 
     居宅（介護支援）サービス計画のもと、担当サービス提供責任者が訪問看護（介

護予防訪問看護）計画を作成し、利用者の同意を得て交付します。 
   ④ 訪問看護（介護予防訪問看護）サービスの提供 
     訪問看護（介護予防訪問看護）計画に則り、サービスの提供を行います。 
 （２） サービスの終了 
   ① 利用者の都合でサービスを終了する場合 
     サービスの終了を希望する日の１週間前までに文書でお申し出下さい。 
   ② 当事業所の都合でサービスを終了する場合 
     人員不足等やむを得ない事情により、サービスを終了させていただく場合がご 
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ざいます。その場合は、終了１ヶ月前までに文書で通知いたします。 
   ③ 自動終了 
     以下の場合は、双方の通知がなくても自動的にサービスを終了いたします。 
     ・ 利用者が介護保険施設に入所した場合（ただし、入所を繰り返す場合はこ

の限りではない） 
     ・ 介護保険給付でサービスを受けていた利用者の要介護認定区分が非該当 

（自立）と認定された時 
       ＊この場合、条件を変更して再度契約することができます。（医療保険での

訪問看護等） 
     ・ 利用者がお亡くなりになった場合 
    
④ その他 

・ 当事業所が正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した 
場合や利用者又は身元引受人などに対して社会通念を逸脱する行為を行った

場合、又は当事業所が倒産した場合、利用者又は身元引受人は、文書で解約

を通知することによって即座にサービスを終了することができます。 
・ 利用者又は身元引受人が、サービス利用料金の支払いを２ヶ月以上滞納し、

料金を支払うよう催告したにもかかわらず、１か月以上の期間を定めて、期

間満了までに支払わない場合、又は利用者が当事業所や当事業所のサービス

従業者に対して本契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合は、文書で

通知することにより、即座にサービスを終了させていただく場合がございま

す。 
 
７ 利用料金 
 （１）介護保険による場合 

○ 訪問看護（介護予防訪問看護）を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示

上の額とし、法定代理サービスである時は、介護報酬告示上の額に各利用者の介

護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とする。 
  （制度や報酬改定により、変更することがあります。） 

下記の表①～③は 1 割負担の場合  
①  基本料金 

  訪問看護 20 分未満  30 分未満 30 分~1 時間未満 1 時間~1 時間半 

  訪問看護 
 （基本料金） 

1０割 ３，１４０円 ４，７１０円   ８，２３０円 １１，２８０円 
１割 ３１４円    ４７１円     ８２３円 １，１２８円 
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 1 回２０分 2 回４０分 3 回６０分 
訪問リハビリ 10割 ２，９４０円 ５，８８０円 ７，９５０円 

1 割 ２９４円   ５８８円   ７９５円 
 
 ２０分未満 ３０分未満 30 分~1 時間未満 1 時間~1 時間半 

介護予防訪問看護 10 割 ３，０３０円 ４，５１０円 ７，９４０円 １０，８９０円 

１割   ３０３円   ４５１円    ７９４円  １，０８９円 

 
 １回２０分 ２回４０分 ３回６０分 

介護予防訪問 
  リハビリ 

10割 ２，８４０円 ５，８８０円 ７，９５０円 
１割   ２８４円   ５８８円   ７９５円 

 
※ 定期巡回・随時対応型訪問看護利用時の料金 
  月 ２、９６１円 （ 要介護 １～４ ） 
  月 ３，７５４円 （ 要介護  ５  ）の負担となります。１割の表記です。 
 尚、月途中の利用は日割り計算となります。 

（准看護師の訪問は所定単位の９８/１００相当）  
② 区分支給限度基準額の算定対象の加算料金 

退院時共同指導加算 病院又は施設に入院中又は入所中の者が､退院又

は退所するに当たり､指定訪問看護ステーション

の看護師が退院時共同指導を行った後に､初回の

訪問看護を行った場合 

10 割 6,000 円 
1 割 600 円 

 

初回加算（Ⅰ） 新規に看護計画書を作成した利用者に対して､病

院､診療所又は介護保険施設から退院又は退所し

た日に訪問看護事業所の看護師が初回の訪問看護

を行った場合 

10 割 3,500 円 
1 割 350 円 

初回加算（Ⅱ） 新規に訪問看護計画書を作成した利用者に 
対して､初回の訪問看護を行った場合 

1 割 350 円 

介護・介助職員連携強 
化加算 

訪問介護事業所と連携し、痰の吸引等が必要な

利用者に係る計画の作成や訪問介護職員に対す

る助言の支援を行った場合 

10 割 2.500 円 
1 割 250 円 

 
訪問看護  早朝・深夜 ２５％加算  深夜 ５０％加算 

 
 



5 
 

 
③  区分支給限度基準額の算定対象外の加算料金 

特別管理加算Ⅰ 
在宅悪性腫瘍指導管理等を受けている・留置カテ

ーテル等使用 
５００円／月 

特別管理加算Ⅱ 
在宅酸素療法指導管理等を受けている・真皮を越

える褥瘡の状態 
２５０円／月 

緊急時訪問看護加算Ⅰ 
緊急時訪問看護加算（Ⅱ）に及び看護業務の負担の軽減に

資する十分な業務管理等の体制の整備が行われる算定条

件を満たす場合 

６００円／月 

緊急時訪問看護加算Ⅱ 
利用者家族の同意を得て、電話等により常時対応ができ、

必要に応じて訪問計画以外で緊急の訪問を行う 
５７４円／月 

ターミナルケア加算 
利用者本人と話し合いを行い、利用者本人の意志

決定を基本に、他の医療及び介護関係者との連携

の上、対応すること 

 
２，５００円 

／死亡月 
 
 
サービス提供体制強化
加算 
 

研修等を実施しており、かつ、看護師等の総数の

うち勤続７年以上の者が３０％以上であること。

（＊介護予防訪問看護も含む） 

 
６円 ／回 

④ その他の実費 

死後の処置料 エンゼルケア希望時 １０，０００円 

☆ 償還払いについて 
保険料の滞納等により、保険給付が直接事業所に支払われない場合はサービス提供 

料金を全額支払いしていただきます。当事業所からの領収書を後日、市町の窓口に

提出すれば払い戻しを受けられます。 
 
（２）医療保険による場合 
  ＊ １回の訪問時間は、30 分～１時間 30 分程度が標準です。 
 ○ 基本療養費と管理療養費を合わせたものが基本料金となり、各々の医療保険負担 

割合によって利用料が決まります。 
（制度や報酬改定により、変更になることがあります。） 

種類 訪問日数 金額 利用者負担 
訪問看護基本療養費Ⅰ 

（看護師等による） 

週３日目まで 

週４日目以降 

５，５５０円 

６，５５０円 

１回 各医療保険の負担割数額 

（老人保険定率制１割、 

訪問看護基本療養費Ⅱ 

（看護師等による） 

週３日目まで 

週４日目以降 

２，７８０円 

３，２８０円 

訪問看護基本療養費Ⅰの場合） 

 １日目    １，３２２円 
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    ２日目      ８５５円 

 ４日目以降    ９５５円 訪問看護基本療養費Ⅲ 

（看護師等による） 

入院中１回 

特定疾病２回 
８，５００円 

訪問看護管理療養費 
月の初日 

月の２日目以降 

７，６７０円 

３，０００円／日 

訪問看護基本療養費Ⅰ 

（准看護師による） 

週３日目まで 

週４日目以降 

５，０５０円 

６，０５０円 

１回 各医療保険の負担割数額 

（老人保険定率制１割の場合） 

 １日目    １，２７２円 

 ２日目      ８０５円 

 ４日目以降    ９０５円 

訪問看護基本療養費Ⅱ 

（准看護師による） 

週３日目まで 

週４日目以降 

２，５３０円 

３，０３０円 

訪問看護管理療養費 月の初日 

月の２日目以降 

７，６７０円 

３，０００円／日 

  ☆ 難病の方の訪問看護は、回数制限がなく、医療受給者証により自己負担がない

場合があります。 
 
 ○ 医療保険による場合の加算料金 

各々の医療保険負担割合によって利用料が決まります。 
種 類 内 容 金 額 

24 時間対応体制加算 
電話等で常に対応でき、必要に応じて緊急

訪問看護ができる体制に対する加算 
６，５２０円／月 

夜間・早朝訪問看護加算 
夜間；午後 6 時～午後 10 時 
早朝；午前 6 時～午前８時 

２，１００円 

深夜訪問看護加算 深夜；午後 10 時～翌 6 時 ４，２００円 

特別管理加算 
厚生労働大臣が定める状態にあるもの ２，５００円／月 
重症度の高いもの ５，０００円／月 

訪問看護ﾀｰﾐﾅﾙｹｱ療養費 
死亡日１４日以内に主治医の指示により

２回以上ﾀｰﾐﾅﾙｹｱを実施した場合 
２５，０００円 

訪問看護情報提供療養費 
利用者の居住地を管轄する市町村、保健所

等に対し必要な情報を提供した場合 
１，５００円／月 

緊急訪問看護加算 
利用者家族の求めに応じて主治医の指示

により緊急の訪問を行った場合 
１日１回 

２，６５０円 

複数名訪問看護加算 
末期の悪性腫瘍等の対象となる利用者に

対し、看護職員が同時に他の看護師等と訪

問看護を行った場合 

１回４，３００円 

准看３，８００円 
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複数回の訪問看護 
厚生労働大臣が定める疾病等、特別訪問看

護指示期間の利用者に対する訪問は、「難

病等複数回訪問加算」として算定 

１日２回４，５００円 

１日３回以上 

    ８，０００円 

退院時共同指導加算 

主治医の属する医療機関又は老健に入

院・入所中の利用者又は家族に対して主治

医又は施設職員とともに、看護師等(准看

除く)が療養上の指導を行った場合 
＊厚生労働大臣が定める疾病等の場合、更

に加算 

 
初回訪問時 
  ８，０００円 
 
 ＊２，０００円 

          

退院支援指導加算 
厚生労働大臣が定める疾病等の利用者が

退院する日に、看護師等（准看除く）が在

宅での療養上の指導を行った場合 

初回訪問時 

６，０００円 

在宅患者連携指導加算 

利用者の同意を得て、訪問診療を実施して

いる医療機関、歯科、薬局と文書により情

報共有を行い、看護師等（准看除く）がそ

れを踏まえた療養上の指導を行った場合 

３，０００円／月 

 
 
在宅患者緊急時等 
カンファレンス加算 

在宅療養を行っている利用者の状態の急

変等に伴い、在宅療養を担う医療機関の医

師の求めにより、その医師、訪問診療等を

している歯科医師等と訪問看護師等（准看

除く）とで共同で患家を訪問し、カンファ

レンスに参加し、療養上必要な指導を行っ

た場合 

  
 

月２回に限り 
 ２，０００円 

 
○ その他の実費 

吸引器利用料 吸引が必要な場合 
１５００円

／月 

交通費 
通常の事業の実施地域（南宇和郡愛南町） 
通常の事業の実施地域以外 

１日２５０円 
１日５００円 

死後の処置料 エンゼルケアを希望された場合 １０，０００円 
（３）料金のお支払い方法  

    利用料金は翌月の 10 日前後に請求いたしますので、２０日までにお支払い下さい。

お支払い方法は、双方合意した方法によります。 
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８ 緊急及び事故発生時について 
  訪問看護実施中に、利用者の病状に急変、その他の緊急事態が生じた時は、必要に応

じて応急手当を行い、主治医に連絡、適切な処置を行います。 
 
９ 賠償責任 

 事業所は、サービスの提供に伴って事業所の責に帰すべき事由によって、利用者が損

害を被った場合、事業所は、利用者に対して、損害を賠償するものとします。 
 
10 苦情等について 

サービス内容に関する苦情・ご相談を承ります。 
苦情窓口 
○南宇和郡医師会訪問看護ステーション 

  管理者 三浦 一美 
ＴＥＬ０８９５－７３－１０８０ 
ＦＡＸ０８９５－７３－１０２６ 

○愛南町高齢者支援課介護保険室 
   ＴＥＬ０８９５－７２－７３２５ 

            ＦＡＸ０８９５－７０－１７７７ 
                   (受付時間 ８：３０～１７：００) 

 ○愛媛県国民健康保険団体連合会 
   ＴＥＬ０８９－９６８－８７００ 

             ＦＡＸ０８９－９６８－８７１７ 
             （受付時間 ８：３０～１７：００） 
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令和  年  月  日 
 

         
 
当事業者は、訪問看護の提供開始にあたり、利用者に対して本書面に基づいて上記重要

事項を説明しました。 
 
事 業 者 
 
  所 在 地   愛媛県南宇和郡愛南町御荘深泥 703 番地２ 
  名   称   南宇和郡医師会訪問看護ステーション 
 
 
  説明者氏名                       印 
 
 
 
 私は、本書面に基づいて事業者から上記重要事項の説明を受けました。 
 
 利 用 者 
 
   住  所 
 
   氏  名                       印 
 
 
 
 署名代理人（続柄           ） 
 
   住  所 
 
   氏  名                       印 
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訪問看護ステ－ション利用同意書 

 

南宇和郡医師会訪問看護ステ－ションを利用するにあたり、南宇和郡医師会訪問看護ス

テ－ション利用契約書及び南宇和郡医師会訪問看護ステ－ション重要事項説明書を受領し、

これらの内容に関して、担当者による説明を受け、これらを十分に理解した上で同意しま

す。 

 

令和    年    月    日 

 

＜利用者＞ 

住  所 

氏  名               印 

＜身元引受人＞ 

住  所 

氏  名               印 

 

南宇和郡医師会訪問看護ステ－ション 

代表者 一般社団法人南宇和郡医師会 会長 伊藤 孝徳 殿 

 

【契約書第７条第３項の請求書・明細書及び第７条第４項の領収書の送付先】 

 

【契約書第１３条緊急時・事故発生時の連絡先】 

 

・氏  名                  （続柄        ） 

・住  所  

・電話番号  

・氏  名                  （続柄        ） 

・住  所  

・電話番号  


